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償還報告書（全体版） 

[繰上償還] 

新興国債券インデックスファンド 
（ラップ向け） 

 

 
 

信託終了日：2022年12月28日 
 

 

 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「新興国債券インデックスファンド（ラップ

向け）」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げ

ました予定通り、12月28日に繰り上げて償還させてい

ただきました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご

報告申し上げます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商品分類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 

信託期間 
2022年12月28日［当初、2025年２月５日］まで
（2015年２月25日設定） 

運用方針 

新興国債券インデックスマザーファンド受益
証券への投資を通じて、主として新興国の現
地通貨建ての公社債に投資を行います。マ
ザーファンド受益証券の組入比率は高位を維
持することを基本とします。対象インデック
スとの連動を維持するため、先物取引等を利
用し公社債の実質投資比率が100％を超える
場合があります。実質組入外貨建資産につい
ては、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、対象インデックスとの連動を維持するた
め、外国為替予約取引を行うことがあります。 

主要運用対象 

ベ ビ ー
ファンド 

新興国債券インデックスマザー
ファンド受益証券を主要投資対
象とします。なお、新興国の現地
通貨建ての公社債に直接投資す
ることがあります。 

マ ザ ー
ファンド 

新興国の現地通貨建ての公社債
を主要投資対象とします。 

主な組入制限 

ベ ビ ー
ファンド 

外貨建資産への実質投資割合に
制限を設けません。 

マ ザ ー
ファンド 

外貨建資産への投資割合に制限
を設けません。 

分配方針 

経費等控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。）等の全額を分配対象額と
し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を
勘案して委託会社が決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わない
ことがあります。 
 

  
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 

 分配金額の決定にあたっては、信託財産の
成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。（基準価額水準や市況動向等
により変更する場合があります。） 

◇MUZ-261193-0000-20221228◇ 



品 名：01_90003_261193_008_03_新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）_946576.docx 

日 時：2023/2/14 10:03:00 

ページ：1 
 

― 1 ― 

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン Ｇ Ｂ Ｉ － Ｅ Ｍ 
グローバル・ダイバーシファイド 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 

(分配落) 
税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

（円換算ベース） 
期 中 
騰 落 率 

 円 銭 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

４期(2019年２月５日) 9,128    0 △6.7 32,021.59 △5.0 96.8 － 8 

５期(2020年２月５日) 9,650    0 5.7 34,194.06 6.8 97.7 － 14 

６期(2021年２月５日) 9,365    0 △3.0 33,558.74 △1.9 98.0 － 5 

７期(2022年２月７日) 9,412    0 0.5 34,167.59 1.8 97.3 － 1 

(償還時) (償還価額)        

８期(2022年12月28日) 9,591.24 － 1.9 34,689.27 1.5 － － 0.959124 
 

（注） ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表し

ている指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の

有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエ

ルシーに帰属します。ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリ

ティーズ・エルエルシーが算出し公表しているＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、

委託会社が計算したものです。 

（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン Ｇ Ｂ Ｉ － Ｅ Ｍ 
グローバル・ダイバーシファイド 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率 

 騰 落 率 （円換算ベース） 騰 落 率 

(期  首) 円 銭 ％  ％ ％ ％ 

2022年２月７日 9,412    － 34,167.59 － 97.3 － 

２月末 9,200    △2.3 33,817.05 △1.0 97.2 － 

３月末 9,271    △1.5 33,782.76 △1.1 96.5 － 

４月末 9,220    △2.0 33,306.37 △2.5 96.1 － 

５月末 9,305    △1.1 33,884.38 △0.8 96.1 － 

６月末 9,474    0.7 34,445.36 0.8 95.2 － 

７月末 9,274    △1.5 33,692.82 △1.4 96.7 － 

８月末 9,596    2.0 34,986.65 2.4 96.9 － 

９月末 9,491    0.8 34,492.18 0.9 96.5 － 

10月末 9,698    3.0 35,377.33 3.5 96.4 － 

11月末 9,660    2.6 35,263.58 3.2 96.9 － 

(償還時) (償還価額)      

2022年12月28日 9,591.24 1.9 34,689.27 1.5 － － 
 

（注） 騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

運用経過
第１期～第８期：2015年２月25日～2022年12月28日

設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移
（円）
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設定時 2017/２/９ 2019/１/24 2021/１/18 信託終了日

純資産総額：右目盛

基準価額：左目盛

ベンチマーク：左目盛

第 １ 期 首 10,000円
第 ８ 期 末 9,591.24円
既払分配金 0円
騰 落 率 －4.1％

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金
（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについ
ては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。ま
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、
各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点に
ご留意ください。

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

― 3 ―

02_コメント-費用-TER_10pt_946576.indd   302_コメント-費用-TER_10pt_946576.indd   3 2023/02/14   10:03:182023/02/14   10:03:18



2

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

償還価額は設定時に比べ4.1％の下落となりました。
基準価額の動き

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（7.7％）を11.8％
下回りました。

ベンチマークとの差異

基準価額の主な変動要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、
基準価額は信託報酬等の管理コストを除き、ベンチマークとほぼ
同様の動きとなりました。

下落要因

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
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6

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

第１期～第８期：2015年２月25日～2022年12月28日

投資環境について

新興国債券市況
新興国の現地通貨建て債券市況は上昇し
ました。
新興国の現地通貨建て債券市況は、利金
が相応に積みあがったことなどから、設
定時に比べて上昇しました。

為替市況
設定時に比べて大半の新興国通貨が対円
で下落しました。
特に、財政懸念が高まったアルゼンチン
ペソや経済の先行き懸念が高まったトル
コリラなどが対円で大きく下落しました。

新興国債券インデックスファンド
（ラップ向け）
信託期間を通じて、資産のほぼ全額をマ
ザーファンドに投資したことにより、基
準価額はマザーファンドとほぼ同様の推
移となりました。
第８期（2022年２月８日～信託終了日）
は、前記の運用を維持し、信託終了日に
かけて、マザーファンドの売却を行いま
した。

新興国債券インデックスマザーファンド
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投
資対象とし、ベンチマークであるＪＰモ
ルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイ
バーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
ベンチマークの動きに連動するべく、組
入比率は高位に保ち、地域別配分や年限
構成比がほぼ同様になるようにポート
フォリオを構築しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

第８期：2022/２/８～2022/12/28

当該投資信託のベンチマークとの差異について

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
設定来のベンチマークとのカイ離は△11.8％程度と
なりました。
マザーファンド保有以外の要因
信託報酬等の管理コストおよび信託終了日にかけてマ
ザーファンドを売却したことによるものです。
ファンドの管理コスト等による影響は△8.2％程度で
した。
マザーファンド保有による要因
マザーファンド保有による影響は△3.6％程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（％）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2022/２/７ ～ 2022/12/28

ファンド ベンチマーク

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）

主なプラス要因：評価時価差異要因によるものです。
主なマイナス要因：取引要因によるものです。

第８期のベンチマークとのカイ離は0.4％程度となりました。
マザーファンド保有以外の要因
信託報酬等の管理コストおよび信託終了日にかけてマザーファンドを売却したことによるも
のです。
ファンドの管理コスト等による影響は0.4％程度でした。
マザーファンド保有による要因
マザーファンド保有による影響は0.0％程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。
主なマイナス要因：取引要因によるものです。

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

分配金について
信託期間中の収益の分配はありません。

償還価額

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
償還価額は、9,591円24銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

2022年２月８日～2022年12月28日

１万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要
金額（円） 比率（％）

(ａ)信 託 報 酬 40 0.430 (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）

( 投 信 会 社 ) (32) (0.342) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
( 販 売 会 社 ) (5) (0.049) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 ) (4) (0.039) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(ｂ)そ の 他 費 用 8 0.086 (ｂ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

( 保 管 費 用 ) (6) (0.068) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
( そ の 他 ) (2) (0.019) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合　　計 48 0.516

期中の平均基準価額は、9,408円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を
含む）は、追加・解約により受益権口数に変動が
あるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してありま
す。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親
投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対
応するものです。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円
未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除し
て100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

（参考情報）
■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有
価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じ
た数で除した総経費率（年率）は0.58％です。

総経費率
0.58％

運用管理費用（投信会社）
0.39％

運用管理費用（販売会社）
0.05％

運用管理費用（受託会社）
0.04％

その他費用
0.10％

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手
数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生
した費用の比率とは異なります。

新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

○売買及び取引の状況 (2022年２月８日～2022年12月28日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
新興国債券インデックスマザーファンド 0.309 0.437 1,055 1,545 

 
 
 

○利害関係人との取引状況等 (2022年２月８日～2022年12月28日) 

 

＜新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜新興国債券インデックスマザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替先物取引 695 155 22.3 695 268 38.6 

為替直物取引 20,253 7,415 36.6 11,097 4,066 36.6 

平均保有割合 0.0%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 
 

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪ銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2022年２月８日～2022年12月28日) 

期首残高(元本) 当期設定元本 当期解約元本 償還時残高(元本) 取引の理由 

百万円 百万円 百万円 百万円  
1 － － 1 当初設定時における取得 

 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

○組入資産の明細 (2022年12月28日現在) 

 

 信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

 

銘 柄 
期首(前期末) 

口 数 

 千口 

新興国債券インデックスマザーファンド 1,055 
 
 
 

○投資信託財産の構成 (2022年12月28日現在) 

項 目 
償 還 時 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

コール・ローン等、その他 961 100.0 

投資信託財産総額 961 100.0 
 
 
 

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2022年12月28日現在) 

項 目 償 還 時 

  円 

(A) 資産 961,317   

 コール・ローン等 961,317   

(B) 負債 2,193   

 未払信託報酬 2,192   

 未払利息 1   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 959,124   

 元本 1,000,000   

 償還差損金 △   40,876   

(D) 受益権総口数 1,000,000口 

 １万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ) 9,591円24銭 
 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 1,604,655円 

期中追加設定元本額 0円 

期中一部解約元本額 604,655円 

また、１口当たり純資産額は、期末0.959124円です。 

 

○損益の状況 (2022年２月８日～2022年12月28日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △     25   

 支払利息 △     25   

(B) 有価証券売買損益 23,601   

 売買益 35,128   

 売買損 △ 11,527   

(C) 信託報酬等 △  5,691   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 17,885   

(E) 前期繰越損益金 17,850   

(F) 追加信託差損益金 △ 76,611   

 (配当等相当額) (  320,717)  

 (売買損益相当額) (△397,328)  

 償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 40,876   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

 

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は40,876円です。 

  

親投資信託残高 
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新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

○投資信託財産運用総括表 
 

信 託 期 間 
投資信託契約締結日 2015年２月25日 投資信託契約終了時の状況 

投資信託契約終了日 2022年12月28日 資 産 総 額 961,317円 

区   分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 
負 債 総 額 2,193円 

純 資 産 総 額 959,124円 

受益権口数 1,000,000口 1,000,000口 －口 受 益 権 口 数 1,000,000口 

元 本 額 1,000,000円 1,000,000円 －円 １万口当たり償還金 9,591円24銭 

毎計算期末の状況 

計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第１期 294,244,460円 250,140,032円 8,501円 0円 0％ 

第２期 3,580,374   3,131,236   8,746   0   0   

第３期 15,226,931   14,890,200   9,779   0   0   

第４期 9,565,037   8,731,072   9,128   0   0   

第５期 14,579,981   14,070,193   9,650   0   0   

第６期 6,162,227   5,770,759   9,365   0   0   

第７期 1,604,655   1,510,366   9,412   0   0   
 
 
 

○償還金のお知らせ  

１万口当たり償還金（税込み） 9,591円24銭 
 
◆償還金は償還日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◆課税上の取り扱い 

・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原

則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。 

・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、

原則として、申告は不要です。 

 

※法人受益者に対する課税は異なります。 

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

全残存口数に対して受益者からの解約請求があり、約款第47条第１項に規定する「やむを得ない事情が発生」した場合に該当し、約款第47

条第５項に規定する「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。 

（2022年12月28日） 
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